　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【様式5】
広告掲載料提案書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日
堺　市　長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地（住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称（氏名）
　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

　
堺市役所本庁舎屋内広告掲載業務（広告付き行政情報デジタルサイネージ）の申請に当たり、下記のとおり広告掲載料を提案します。
	提案広告掲載料【広告放映及び番号表示型】
　　　　（年額、消費税及び地方消費税相当額除く。）

	
	百
	十　
	万
	千
	百
	十
	円


※提案掲載料は、本市が設定する最低広告掲載料（年額、消費税及び地方消費税相当額除く。）以上の金額を記入してください。
※金額には、￥を記載してください。

※アラビア数字（１，２，３・・・）で明確に記入してください。文字や金額が不明瞭で判読できない場合、金額を訂正したもの、記名押印のないものは提案を無効とします。

※提案広告掲載料を書き誤った場合は、新しい用紙に記入してください。

※登録事業者は、使用印鑑届印を押印してください。
※この広告掲載料提案書は、封筒に入れ、全ての継目部分（封筒によって異なります。）に割印をしてください。

記入例
	提案広告掲載料【広告放映及び番号表示型】
　　　　（年額、消費税及び地方消費税相当額除く。）

	￥
	百

○
	十

○
	万

○
	千

○
	百

○
	十

○
	円

○


広告掲載料提案書を入れる封筒の記入例
【表】

	
広告掲載料（〇〇〇〇）提案書在中


堺市堺区南瓦町3番1号

堺　株式会社

代表取締役　堺　太郎


【裏】
	


　　○広告掲載料提案書は、必ず封筒に入れてください。
　　○表には「広告掲載料提案書在中」及び応募者所在地【住所】、商号又は名称【氏名】等を必ず記載してください。
　　○封筒は長形3号（120mm×235㎜）を用意し、広告掲載料提案書を入れた後、のりで封をしてください。封入後、全ての継目部分（封筒によって異なります。）に割印してください。

　　○封筒は、自社の封筒でも市販の封筒でも結構です。

　　○商号又は名称、氏名には押印の必要はありません。

　　○提案広告掲載料は、年額（消費税及び地方消費税相当額除く。）を記入してください。
実印


使用印鑑届印








